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国

民

年

金

国
民
年
金
保
険
料
を
前
納
で
き
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、
現
金
だ
け

で
な
く
、
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

も
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。
口
座
振
替
に
は
、

当
月
分
保
険
料
を
当
月
末
に
振
替
納
付
す
る

こ
と
に
よ
り
、
月
々
50
円
割
引
さ
れ
る
早
割

制
度
や
、
現
金
納
付
よ
り
も
割
引
額
が
多
い
６

カ
月
前
納
・
１
年
前
納
・
２
年
前
納
も
あ
り
大

変
お
得
で
す
。
２
年
前
納
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、
毎
月
納
付
す
る
場
合
に
比
べ
、
２
年
間
で

１
５
，
０
０
０
円
程
度
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
29
年
４
月
よ
り
、
こ
れ
ま
で

の
口
座
振
替
に
加
え
、
現
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
２
年
前
納
も
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
国
民
年
金
保
険
料
の
前

納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
２
月
末
日
ま
で
に

年
金
事
務
所
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
の
場
合
は
、
希
望
の
金
融
機
関
で
も
手

続
き
い
た
だ
け
ま
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
に
よ
る
「
前
納
」
ま
た

は
「
早
割
」
制
度
を
お
申
し
出
の
際
に
は
、

①
預
貯
金
通
帳
、
②
預
貯
金
通
帳
の
届
出
印
、

③
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の（
年
金
手

帳
・
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
な
ど
）を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
、
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

・ 

渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
︵
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
︶

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
及
び
地
方

税
法
上
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
な
ど
の
社

会
保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様
に
、
社
会

保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得
か

ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
31
年
１

月
か
ら
令
和
元
年
12
月
ま
で
に
納
め
ら
れ
た

保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去
の
年
度
分
や
追

納
さ
れ
た
保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
配

偶
者
や
ご
家
族（
お
子
様
等
）の
負
担
す
べ
き
国

民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の

保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
31
年（
令
和
元
年
）中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告

を
行
う
と
き
に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を

支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
元
年
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
、
平
成
31
年（
令
和
元
年
）に
初
め
て

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
、
社

会
保
険
料
控
除
証
明
書
が
２
月
上
旬
に
送
ら

れ
ま
す
。（
平
成
31
年
１
月
１
日
か
ら
令
和

元
年
10
月
１
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
11
月
上
旬
に
送

付
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金
は
、
老

後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と

き
に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。
保

険
料
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
き
ち
ん
と
納

め
ま
し
ょ
う
。

・ 

社
会
保
険
料︵
国
民
年
金
保
険
料
︶控
除
証

明
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・
０
０
４

　

軽
油
に
課
さ
れ
る
軽
油
取
引
税（
32
．
１

円
／
１
ℓ
）は
、農
業
に
使
用
す
る
場
合
な
ど
、

一
定
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
課
税
が
免
除

さ
れ
ま
す
。

●
対
象

　

農
業
者
が
農
作
業
を
行
う
た
め
に
使
用
す

る
機
械
の
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
軽
油

●
手
続
き

① 

あ
ら
か
じ
め
県
知
事
に
「
免
税
軽
油
使
用

者
証
」
と
「
免
税
証
」
の
交
付
申
請
を
行

う
。

※ 

申
請
に
は
「
耕
作
証
明
書
」
や
使
用
す
る

農
業
用
機
械
の
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

② 

交
付
さ
れ
た
「
免
税
証
」
を
、
給
油
の
際

に
軽
油
販
売
業
者
に
提
出
し
、
免
税
軽
油

を
購
入
・
使
用
す
る
。

③ 

使
用
後
、伝
票
や
領
収
書
な
ど
と
と
も
に
、

数
量
な
ど
を
報
告
す
る
。

● 

申
請
期
間

　

令
和
２
年
２
月
３
日（
月
）〜
21
日（
金
）

● 

申
請
先　

吾
妻
行
政
県
税
事
務
所（
中
之

条
町
大
字
中
之
条
町
６
６
４
）

　

詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

● 
お
問
い
合
わ
せ
先　

吾
妻
行
政
県
税
事
務

所（
☎
０
２
７
９
・
７
５
・
３
３
０
０
）、

吾
妻
農
業
事
務
所（
☎
０
２
７
９
・
７
５
・

２
３
１
１
）

農
業
に
使
用
す
る
軽
油
は

課
税
が
免
除
さ
れ
ま
す

　

関
東
森
林
管
理
局
で
は
、
国
有

林
野
事
業
の
運
営
等
に
つ
い
て
国

民
の
皆
様
に
ご
理
解
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
ご
意
見
・
ご
要
望
等
を

お
聞
き
し
、
国
有
林
野
の
管
理
経

営
に
役
立
て
て
い
く
た
め
、「
国
有

林
モ
ニ
タ
ー
」
を
募
集
し
ま
す
。

　

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
の
皆
様
に
は
、

国
有
林
の
広
報
誌
な
ど
を
定
期
的

に
お
送
り
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回

答
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
年
１

回
、
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
会
議
・
現

地
視
察
へ
の
出
席
等
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

募
集
人
員
は
70
名
程
度
、
依
頼

期
間
は
令
和
２
年
４
月
か
ら
２
年

間
で
す
。
国
有
林
野
事
業
に
関
心

の
あ
る
20
歳
以
上（
令
和
２
年
４

月
１
日
時
点
）の
方
に
応
募
い
た

だ
け
ま
す
。

　

詳
細
は
関
東
森
林
管
理
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://w
w
w
.rinya.

m
a
ff.g
o
.jp
/k
a
n
to
/k
ik
a
k
u
/

ko
ku
yu
u
rin
m
o
n
ita.h

tm
l

）を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

● 

お
問
い
合
わ
せ
先　

関
東
森
林

管
理
局
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
担
当

係（
企
画
調
整
課
内
）☎
０
２

７

・

２
１
０

・

１
１
５
０

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
の

募
集


